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日本裁判所書記官協議会

平成22年5月28日（金）午後6時
グランドアーク半蔵門
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座談会

（3）家事関係

ア最近の家事事件の動向，書記官事務の状況等について

イ成年後見関係事件における書記官事務の状況について

ウ家事審判法改正について

エ児童虐待防止のための親権制度の改正につい･て

（4）少年関係

ア最近の少年事件の動向，書記官事務の状況等について
イ平成20年改正少年法の運用状況について

3 これからの書記官の在り方について

書記官の職務意識の重要性について

4害記官の給与上の諸問題等について

（1）書記官全体の処遇について

（2）級別定数関係について

ア 7級関係

イ 6級以下関係

ウ官職増設関係

5書記官の任用上の問題について

（1）書記官任用試験及び主任書記官選考について
（2）書記官の任用政策について

ア主任書記官等のポストの増設について

イ書記官の専門分野ごとの育成・配置について

（3） ワークアンドライフのバランスを考えた書記官のジョブr
アップについて

(4)再任用の実施状況等について

ア再任用の実施状況について

イ他官庁への出向状況等について

(5)産前・産後休暇，育児休業制度における代替専昌の確俣ﾙ

ブロ

（5）産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保に

ａ
６
ｃ
ｏ
ｏ
ｃ
。
。
○
。
。
。
。
。
。
●
。
＠
○
．
○
。
。
。
、
＠
．
○
○
○
○
○
○
○
。
。
。
。
。
。
。
。
◎
。
。
。
◎
。
。
。
⑥
。
。
。
。
◎
。
。
。
。
◎
・
ｃ
Ｑ
ｃ
ｏ
ｃ
●
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｑ
ｏ
ｏ
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
＠
。
。
◎
ｏ
ｏ
Ｄ
ｐ
ｃ
。
。
◎
。
。
。
。
。
。
。
◎
ｅ
○
○
＠
．
○
○
○
○
○
○
．
＠
回
。
。

。
。
、
。
ｐ
回
。
。
◎
。
。
。
。
。
。
。
。
。
Ｄ
、
、
Ｄ
ｏ
ｏ
ｃ
ｏ
Ｄ
ｏ
ｏ
０
◎
ｃ
ｃ
○
○
ｏ
ｏ
Ｄ
ｏ
ｏ
ｏ
Ｇ
０
Ｕ
ｃ
ｏ
。
。
。
◎
。
。
。
、
○
○
ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
。
。
。
。
。
○
○
○
ｐ
ｏ
ｃ
、
。
。
。
。
。
。
。
◎
○
回
。
。
＠
○
○
○
。
。
。
、
Ｄ
Ｏ
Ｃ
、
。
。
、
Ｃ
Ｏ
Ｇ
。
、
Ｏ
Ｄ
Ｃ
。
。
●
。
。
。
。
。
、
０
．
ｏ
ｏ
ｏ
Ｄ
②
○
○
○

、
ノ
、
Ｉ
ノ

、

（
）

〕

1

ーテーション， キャリア

ついて
（6）定年延長について

6 メンタルヘルスについて

7 システム開発等と書記官事務について
（1）民事裁判事務支援システムの導入状況について

（2）刑事裁判事務支援システムの開発状況と展開予定について
（3）調停委員出勤管理プログラムの導入状況について

(4) インターネット閲覧権限の付与について
(5) J･NETポータルについて

（6）標準ワープロソフトの移行について

(7)統計報告について

(8)その他
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篠原事務局長

本日は，お忙しい中を， 日本裁判所書記

官協議会のために御出席いただきまして，

誠にありがとうございます。

ただ今から座談会を始めさせていただき

ます。

開催に当たりまして，上田会長から，ご

あいさつを申し上げます。

上田会長

本日は，この座談会に総務局から氏本第

一課長,小野寺第二課長，曾根第三課長，

人事局から大竹給与課長，岸野参事官タ情

報政策課から野口参事官に御出席いただ

きました。

皆様方には，大変ご多忙であるにもかか

わらず，貴重な時間を割いていただきまし

たことに感謝申し上げますとともに，平素

から日本書協の諸活動にご理解と多大なお

力添えをいただいておりますことにも， こ

の機会をお借りして，厚くお礼申し上げ

ます。

この座談会は， 日本裁判所書記官協議会

に組織が変わってから6回目となります。

座談会の結果は，毎年， ・7月に発行する会

報書記官に掲載しているところですが，支

部交流会などで会員の感想を伺いますと，

事務総局の取り組んでいる施策をタイム

リーかつコンパクトに把握することができ

るということで,大変評判が良いようです。

したがいまして，私どもとしてもこの企画

に大変な重きを置いております｡もっとも，

そのために各局の御負担も大変重いものと
、 上

なっているのではないかと推察していると

ころですが，会員の気持ちをお酌み取りい

ただき毎年最新のお話をお聞かせいただい

L
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〃
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卜田会長

I

ております｡今年も大変貴重なお話をお伺

いできるものと，楽しみにしております。

最近の裁判所書記官を巡る情勢として

は， なんと言っても昨年5月21日から始

まった裁判員裁判の実施状況と，書記官事

務の様子が気になるところです。新聞報道
1 、

等を見ると，順調に滑り出したが問題もな

いわけではないということのようです。

本日は，そのほかにも，全国の多くの会

員が関心を持っている事項を中心として，

現在，事務総局各局課において，企画，検

討, '実施されておられる，書記官に関わる

施策についてお話をお聞かせいただきたい

と考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

簡単ですが， これをもちまして開会のあ

いさつとさせていただきます。

篠原事務局長 、

座談会に入らせていただきま,す。

これからの進行は，千葉企画調査部長が

担当しますので,． よろしくお願いします。
. L

千葉企画調査部長 ｛

進行役を務めさせていただきます。進行

は， テーマの順に進めていきたいと思い

ます。
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座談会

において全国第1号の裁判員裁判が

実施されたのを皮切りに，全国60庁

で実施されていますが,．実際に裁

判員等を経験された方に対するアン

ケート結果によりますと，裁判所の

接遇や設備に対する全体的な印象に

ついては，多くの方から適切なもの

であると評価していただいているよ

うです｡また,審理の内容はおおむ

ね理解しやすいものであって，評議

においても充実した議論を行うこと

ができた，あるいは，裁判員に選ば

れる前は裁判への参加に消極的で

あったが，参加後はよい経験だった

と感じたなどおおむね良好な回答と

なっています。現状として，裁判員

裁判は順調に運用されているものと

考えています。

その一方で，制度実施前には予想

していなかった問題点や改善すべき

点も生じていることと思います‘･裁
。 I

判員裁判の運用上の諸問題につい

て，実際の経験に基づいて討議を行

い，その結果を共有化すること等を

目的として，平成21年11月26日及び

27日には刑事実務研究会が，平成22

年3月4日及び5日には刑事特別研

究会が，いずれも裁判所職員総合研

修所において実施されました。平成

22年2月には，裁判員裁判の実施状

況の情報交換及び中間的な総括を行

うとともに，制度の安定的な運営を

確保しつつ，合理的な事件処理態勢

に移行するために検討すべき事項に

ついて協議することを目的として，

1 書記官事務に関する最近の動

向について

（'）裁判員制度について 、

千葉企画調査部長

裁判員裁判の実施状況，書記官事務

の状況等についてお聞かせください。

氏本総務局第一課長

ア実施状況について ，

平成21年5月21日に裁判員法が施

行されてから，約1年が経ちまし

た。同法施行後，平成22年3月末ま

での裁判員裁判対象事件の新受人員
k
（

の累計は， 1626人であり,罪名別の

内訳でみるとウ強盗致傷事件418人，

殺人事件363人，覚せい剤取締法

違反事件,,5人などとなっています。
また，判決で終局した人員は444人

であり， この内， 自白事件は335人ウ

否認事件は109人となっています。

裁判所においては，裁判員裁判の

円滑な実施に向けて，裁判員法施行

前から，人的態勢や執務資料の整

備，通達等の発出など各種の準備を

行ってきたところです。平成21年8

月3日から4日間，東京地方裁判所
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氏本総務局第一課長
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事前質問票については，その内容を

よく確認し，手話通訳人や要約筆記

者, ,あるいは育児・介護サービスの

希望がある場合などは，予めその対

応方法等について関係者で十分検討

しておくことが重要となります。ま
L ク ･

た，呼出しを受iﾅた裁判員候補者か

らの電話での問い合わせに対して

は，裁判員となることへの不安を訴

えているのか，裁判員の辞退を希望

しているのか，あるいは，旅費等に

ついての質問であるのか等，的確に

判断して，適切に対処しなければな

りません。

なおｸｰ一部の庁では，重複呼出し

を受けた候補者等からの問い合わせ

がかなりの件数に上ったため，重複

呼出しを受けた方への注意書を呼出

状に同封するなどの対応を行ったよ

うです。

【選任手続期日】

裁判員等選任手続期日において

は，受付，オリエンテーション等，

様々な手続が行われますが，公判部

の書記官と裁判員係の役割分担，あ

るいは会計課等の事務局部門との連

携については,各庁の実情に応じて
）

適切に行っていただいていることと

思います。各庁とも，国民の負担に

配慮して選任手続を効率化し，裁判

員候補者の待ち時間を短くするた

めに様々な工夫を凝らしていると

ころですが，他庁の工夫例等を参考

に検討することも宥益であると思い

ます。

全国5ブロックで刑事首席書記官等

協議会が順次開催されました。その

結果を踏まえ，今後も，高裁単位で

協議会を開催するなどの自主的な取

組を通じて，裁判員裁判の円滑な運

用の在り方に対する検討を重ねるこ

とが重要であると考えます。

イ書記官事務の状況等について

【呼出手続等】

裁判員候補者の呼出手続は，受訴

裁判所が行うこととなりますが，裁

判員等選任手続期日に呼び出すべ

き裁判員候補者の員数の算定にあ

たっては，各庁とも試行錯誤されて

いることと思います。裁判員及び補

充裁判員の人数に，理由なし不選任

請求の上限人数のほか，理由あり不

選任決定の見込数ジ裁判員等選任手
．. ノ

続期日当日の辞退許可数の見込数を

加えた数（これらの見込数について

は，統計データ等を参考に算定）が

出頭を確保すべき最低人数というこ

とになり，そこから，辞退率や出頭

率といった統計データを基に逆算し

て選定数を割り出している庁が多い

ものと思いますが，そもそも，現時

点では,多くの庁において事例の蓄

積力沙ない上,今後，辞退率や出頭

率が変化していくことが考えられま

すし，地域的な特性なども考慮しな

ければなりません。国民になるべく

負担をかけないように，これからも

デ‘－タの集積，分析を続ける必要が

あると考えます。

裁判員候補者の方から返送された
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■

日

レイに表示させてしまうなどという

ことのないように，予め裁判体や当

事者と打合せを行い，場合によって

は，一部の手続において大型ディス

プレイを使用しないなどの対策を講

じることが考えられます。

また，連日的開廷の下， 目で見て

耳で聴いて分かる審理が行われる裁

判員裁判においては，公判調書を用

いて証言内容を逐一確認する必要性

は低いと考えられます。他方，裁判

員裁判は， 自白事件であっても，重

大事案が多く，量刑上の争いで控訴

される可能性も高いと思われます。

控訴審における需要等を踏まえ，供

述調書の方式の選択については， こ

れまでと同様慎重に吟味していく必

（要があると思われます。

【まとめ】

裁判員制度の施行当初は，各庁と｝

も，全庁的な協力琴勢の中で事件処
‘理を行い，安定的な運営を確保して

きたことと思いますが，そのような

手厚い態勢を維持し続けることは難

しいものと思われます。今後は，引

き続き自庁あるいは他庁の実務例を

集積,検討するなどして裁判員裁判

に関する事務の合理化を図るととも

に，事務処理のノウハウを確実に引

き継いでいくことが必要であると考
・ ノ

えています。

書記官事務の環境整備について． ．

裁判員候補者に対する接遇につい

ては，おおむね良好な評価を得てい

るものと受け止めています。選任手

続に関わる職員は，裁判員候補者の

多くが初めて接する裁判所の職員で

あり，その対応いかんによっては，

裁判所に対する信頼を損なうばかり

か，裁判員制度そのものに対する評

価にまで影響を与えかねないことは

これまでと同様です。今後とも，適

切な接遇を継続していただきたいと

考えています。

【公判手続】

書記官の公判期日への立会いにつ

いては，一人の書記官が専属で立ち

会うことで差し支えのない事案も多

いと聞いています。その一方で，立

会書記官の負担の軽減，公判期日終

了後の事務処理の円滑化等の観点か

ら交替制をとっている庁もあるよう

です。また，法廷事務補助のため法
恥

廷に事務官が常時立ち会う庁から書

記官一人で立ち会う庁まで様々ある

ようですが，今後は，立会の目的や

必要性･に照らして，その在り方を検

討すべきであると考えます。

・裁判員裁判においては， 当事者

が，法廷内に設置された大型ディス

プレイを使用して証拠調べ等の手続

を行うことがありますが，犯罪被害

者に対しては，特別の配慮が必要と

なる場合があります。特に，被害者

特定事項の秘匿決定がされているよ

うな場合には，公判審理中に，誤っ

て被害者の特定事項を大型ディスプ

~､､
ノ

口令

１

(2)

千葉企画調査部長

音声認識システムの運用状況等につ

いてお聞かせください。
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会報書記官第24号

小野寺総務局第二課長

ア音声認識システムの運用状況等に

ついて

裁判員裁判では，連日的に証拠調

べが行われ，審理の後その記憶が鮮

明なうちに速やかに評議が行われる

ことから，公判調書を用いて証言内

容を逐一確認する必要性は低く，む

しろ,裁判員裁判に求められるのは，

評議において,‘一般人である裁判員

等が法廷における証言内容を確認す

る必要が生じた場合に，映像･音声

によって迅速に証言内容を確認する

ことのできるツールであると考えら

れます。

‐そこで，音声認識システムについ

ては，裁判員裁判での利用を念頭に

置き，裁判員裁判の評議において証

言内容を迅速に確認する機能，具体

的には，音声認識システムにより得

， られた認識結果（文字データ）を映

像・音声データとリンクさせること

によって，認識結果をいわばイン

デックスとして利用して証言等の中

から確認に必要な部分を検索し（認

識結果のほか,時間情報や発言者情

報をクロスさせて検索することも可

能),当該証言部分の映像・音声デー

タを速やかに再生する機能に重点を

置いて研究開発を進め,全国60庁の

裁判員裁判法廷において使用されて

いるところです。平成21年度は，実

際の運用状況や同システムを利用し

ている庁からの意見を踏まえ，ユー

ザーインターフェースの改良，検索

ノ

小野寺総務局第二課長

機能の強化等の機能性，操作性の向

上等を目的としたアプリケーション

ソフトの改修を行いました。改修版

のアプリケーションソフトは，平成

22年度の夏までに全国に配布する予

定です。

音声認識システムは，裁判員裁判

の評議におけるインデックスとして

の利用以外に，平成21年度から，音

声認識システムにより得られた認識

結果‘(文字データ）を借声データと

ともに録音反訳業者に提供して反訳

書を作成させることにも利用してい

ます。

また，裁判員裁判において，検察

官及び弁護人に証人尋問等の結果を

踏まえた適切な訴訟活動を行っても

らうことは，裁判員裁判の円滑な進

行，審理の充実に資すると考えられ

ることから，最終的には裁判体の判

断になりますが，検察官又は弁護人

から希望が出されれば，便宜供与と

して，当該希望者に対し，記憶喚起

のためのツールとして，音声と認識

結果をリンクさせたデータを提供す

るとともに，検索機能の付いた音声

寺白へ

、
｜
ノ

1

ノ
一

！

１
１

’

~ｰ

■
０
Ⅱ
６
９
０
．

’

’
1

1

β

且

106

、



座談会

して使用するなど，各部の実情に応

じて柔軟に利用していただきたいと

思いますb

これらの整備により，録音反訳や

録音体引用等を通常利用するすべて

の法廷においては，バックアップ分

を含めて，デジタル録音機を利用し

て証人等の供述を録音することが可

能となり，平成22年度からは，原則

として，すべての録音反訳や録音体

引用の場面において，デジタルデー

タを使用していただくことになり

ます。

なお，証人尋問等の機会が多い高

地簡裁の民刑立会及び家裁の人訴を

担当する書記官に対しては, CD-

RW等にデータを書き込むために必

要となるライテイン・グソフトを1ラ

イセンスずつ付与しましたので， こ

れにより，各書記官が使用する端末

において，各部に配布されている

外付けDVDドライブを‘使用して

データを書き込むことが可能となり

ました。

今後,家裁の家事審判廷や少年審

判廷等，法廷用録音機が整備されて

いない法廷等へのデジタル録音機の

整備については，逐語録需要等を踏

まえて検討していきたいと考えてい

ます。

認識再生ソフトを無償貸与する運用

も行っています。

今後も，音声認識システムを安定

的に運用するとともに， より利用し

やすいシステムを目指して検討を進

めていきたいと考えています。

千葉企画調査部長

デジタル録音機の整備等についてお

聞かせください。

小野寺総務局第二課長

イデジタル録音機の整備等について

法廷用録音機については， これま

でアナログ録音機に代えてデジタル

録音機の整備を進めてきましたが，

平成21年度は，録音機が2台整備さ

れている法廷の2台目の録音機（ア

ナログ録音機）をデジタル録音機に

更新しました。この録音機は，既に

整備されているデジタル録音機の

バックアップ機として使用するもの

ですが，法廷に設置しているマイク

やミキサーに万一の不具合があった

場合でも影響を受けないように， ミ

キサーを経由せず，録音機の内蔵マ

イクにより録音することを想定して

います。

また,高地裁の民事及び刑事の各

部（一部を除く｡）ごとに1台ずつ

デジタル録音できるポータブル録音

機を整備しました。これは，上記2

台目のデジタル録音機と同一の機種

であり，出張尋問の際に利用するほ

か，裁判員裁判用法廷で行われる公

判の手続部分や公判前整理手続等に

おいて，調書作成の手控えの補助と
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千葉企画調査部長

認証等用特殊用紙の導入についてお

聞かせください。
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会報書記官ロ第24号

曾根総務局第三課長
、

2分野ごとの書記官事務の椴潟

等について
.＝竜一

（1）民事.行政関係

千葉企画調査部長

最近の民事事件の動向，書記官事務

の状況等についてお聞かせください。

氏本総務局第一課長

ア最近の民事事件の動向，書記官事

務のﾘ犬況等について
まず，最近の民事事件の事件数の

動向でずが，平成21年の全国の新受

件数は，全体として,"平成20年に引

き続き増加しています｡具体的には，

’ 地裁の訴訟事件（24万3909件，前年
、、

比十約17.9％)，簡裁の訴訟事件（68

万9件，前年比十約18.6％）及び支

払督促事件（42万196件，前年比十

約8.2％）は，いずれについても平

成20年に引き続き増加しています。

また，平成18年4月1日の労働審判

‘法の施行以来，事件数が年々増加し

ている労働審判事件（3468件，前年

比十約69％）は，平成20年に比べて

大幅に増加していますdそして，不

動産執行事件（6万7577件,前年比

十約0.6%)及び配偶者暴力保護命

令事件(3100件，前年比一約1.5%)

は，平成20年に増加した件数をほぼ

保っており,横ばいとなっています。

これに対し，破産事件（13万7957

件，前年比一約2.1％)，簡裁の特定

調停事件（5万5904件，前年比一

約45.5％）及び個人再生事件（2万

731件,〃前年比一約13,8％）はいず

1

1
I

レハ

≦ゞ‐ 』 L

1

」

曾根総務局第三課長

(3)認証等用特殊用紙の導入について

平成22年7月1日から，最高裁，

高裁，地裁及び家裁では，当事者の

権利義務に重大な影響を与える判決

書正本箒の一定の文書の正本認証用
紙及び執行文用紙に，偽造防止措置

を施した特殊用紙が導入されます｡

この認証等用特殊用紙は，裁判文書

の信用性の向上を目的として導入さ

れるものであり，判決正本等の裁判

文書の重要性を考慮すると，裁判文

書の信用性の向上は，裁判所への信

頼の確保に不可欠のものです。認証

等用特殊用紙の使用及び保管につい

て通達を発出しましたので，判決正

本等を作成する書記官においては，

導入の目的を十分理解した上，通達

に従って認証等用特殊用紙の適切な

使用及び保管をしていただきたいと

考えます。
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千葉企画調査部長れも平成20年に引き続き減少してい

ます。また，昨年増加した通常再

生事件(661件,前年比一約23.1%)

及び債権執行事件（11万6146件，前‘

年比一約6.6％）が減少に転じ,、こ

こ数年横ばい状況にあった保全事件

(1万9167件，前年比一約5.5％）が

若干減少しています。

‐このように，破産，民事再生事件

など事件数が減少している分野もあ

るものの，訴訟事件をはじめ民事事

件全体では事件数が増加して､いま

す。特定調停事件が大幅な減少傾向

にあることも考慮すると，地裁及び

簡裁の訴訟事件の増加の原因の一部

には，利息の過払金の返還請求があ

るものと考えて.います。ただ,民事

事件全体の増加理由が経済不況や

法曹人口の増大によるものかどうか

は， もう少し状況を注視する必要が

あると考えています。

なお， 「日本国憲法の改正手続に

関する法律」 （いわゆる国民投票法）

が平成22年5月18日から施行され，

同法127条において，東京高等裁判

所に国民投票無効の訴訟を提起する

ことができるとされていますが， こ

の国民投票無効の訴訟を本案とする

憲法改正の効果の発生の停止に関

する申立てが国民投票法133条1項

に規定されたことに伴い， この申立

てを行政雑事件として立件すること

とし，受付分配通達の改正を行いま

した。 』
、

民事立会部における書記官事務の状

況についてお聞かせください。

イ民事立会部における書記官事務の

状況について

民事訴訟法が施行されて約12年を

経過しましたが，最近の民事訴訟に

おいては，弁論準備手続を利用して

争点と証拠を整理し，口頭弁論に

おいて絞り込まれた争点について

集中証拠調べを行う訴訟運営が定着

してきておりま散。また，平成9年

から導入された録音反訳も，実務に

定着し，速記録とともに逐語録の需

要に十分に応えているものと考えて

います。そして,.このような訴訟運

営の下では，書記官が裁判体の窓口

としてj期日外準備を中心とするい

わば裁判体との協働を意識した進行

管理事務であるコートマネージメン

ル事務の重要性がますます増してい

ます。

民事訴訟事件が毎年のように増加

している状況にある中で，今後も，

民事立会部における書記官には，引

き続き，裁判体と十分な意思疎通を

図って相互の役割について共通認識

を形成した上で，公証事務が書記官

の基本であることを踏まえつつ，事

案の処理に有効な事務を行うとの目

的意識を持って,．より質の高いコー

トﾏﾈｰジﾒﾝﾄ事務を行うごとが
求められると考えられます。このよ

うな観点から，平成21年6月3日か

ら5日まで，裁判所職員総合研修

〆
、
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ｊ
″

、

～
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会報書記官ロ第24号

所において，民事実務（訴訟）研究

会が実施され, 「争点整理手続の充

実に向けた裁判官と書記官の協働の

在り方について」をテーマとして討

議，研究が行われました。共同討議

では,書記官の弁論準備手続期日へ
の立会いの目的は，正確な公証事務

やその後の進行管理事務を効果的に

行うことであり,書記官は， このよ

うな立会いの目的に照らして，期日

の内容を直接見聴きすることが公証

事務や進行管理事務に効果的な期日

に立ち会うべきであり，裁判官と害、

記官との協働とは，争点整理の充実

という共通の目的の下に，チームと

し･て，お互いの役割を理解し合った
や ，

上で，それぞれの職責を全うするこ

とであって，弁論準備手続について

も，立会いの効寒がそれほど見込ま
れない期日には，書記官は立ち会わ

ずに進行管理事務等を行うというこ

とが，裁判官と書記官との役割分担

を踏まえた連携，協働であるとの確

認がされたところです｡この研究会

の結果は，近日中に裁判所職員総合

研修所から発刊される所報に登載さ

れるとのことです。

なお，平成22年8月に標準ワープ

ロソフトのワード移行がされます

が，平成19年7月に各庁に配布して

いる｢民事書記官事務の手引（訴訟

手続） （平成19年7月改訂版)」の本

文及び参考書式は， ワードでの出力

が可能ですので，事務処理に活用し

ていただければと思います。

千葉企画調査部長

判決原本等の国立公文書館への移管

についてお聞かせください。

曾根総務局第三課長

ウ判決原本等の国立公文書館への移

管について
［ ･

国立公文書館法15条において，国

の機関は,内閣総理大臣と協議して

定めるところにより；その保管に係

る歴史資料として重要な公文書等の

適切な保存のために必要な措置を講

ずるものとされています6これを受

けて，行政府省では，内閣府と申合

せを結んだ上で，平成13年4月から

一定の重要な公文書等の国立公文書

館への移管を実施しています。

最高裁においては，平成16年11月

24日の裁判官会議において，保存期

間が満了した裁判文書及び司法行政

文書のうち，歴史資料として重要な

ものについては，原則として，行政

‘府省に準じて国立公文書館へ移管す
るとの基本方針が議決されました。

・ デ．

以来， この基本方針に基づき，内閣

府（国立公文書館）との間で，移管

対象文書の範囲を中心に申合せ案を

策定するための移管協議を積み重

ね，平成21年8月5日, ‐内閣総理大

臣と最高裁判所長官との間で裁判所

の保存する歴史公文書について内閣

府を経て国立公文書館に移管すると

の申合せが締結されました。

移管の対象となる裁判文書として

は，①民事事件（民事訴訟事件，行

政訴訟事件及び人事訴訟事件）の判

（

1

(一）
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座談会

決原本等，及び②事件記録等保存規

程第9条第2項により特別保存に付

されている民事事件の事件記録等に

ついて，それぞれ公文書館に移管す

ることで申合せが締結されました。

平成22年2月には，内閣総理大臣

と最高裁長官との間で移管計画が締

結され， これを受けて,裁判文書に

ついては， まずは，昭和30年までに

完結した事件にかかる民事事件の判〈

決原本等を移管することとされ，平

成21年度には最高裁分の判決原本等

を移管しました。今後， 3年かけて

下級裁分の判決原本等を移管してい

きますが，平成22年度は，名古屋・

仙台‘高松の客高裁管内;にある判決

原本等を移管する､予定です。

刑事関係

にありますが，依然として高い水準

を維持しています。

次に最近の刑事事件を巡る主要な

動向としては,裁判員法が施行され，

実際に裁判員が参加した審理が行わ

れるようになったことが挙げられま

す。また，平成20年12月1日に施行

された被害者参加制度及び刑事損害

賠償命令制度について，施行後1年

半ほど経過していますので，制度実

、施後の書記官事務の状況について次

にお話ししたいと思います。

千葉企画調査部長

法改正後の書記官事務の状況につい

てお聞かせください。

曾根総務局第三課長

イ法改正後の書記官事務の状況につ

ノ

、
△
１
Ｊ

(2) いて ．、

㈲被害者参加制度

被害者参加制度の実施状況とし

ては，平成21年の終局人員中，被

害者参加の申出があったものは

403人であり，そのうち処断罪名

が自動車運転過失致死傷であるも

のが179人と最も多くなっていま

す。また，参加の申出をした被害

者等の人員数は571人， うち証人

尋問や被告人質問をした被害者等

は474人，刑訴法316条の38により

弁論として意見陳述をした被害者

等は288人となっています◎

先ほど話のあったとおり，平成

22年3月末の時点で，判決で終結

・した裁判員裁判対象事件の終局

人員数は444人ですが， このうち，

千葉企画調査部長

最近の刑事事件の動向,書記官事務

の状況等について,お聞かせください。

小野寺総務局第二課長

ア最近の刑事事件の動向，書記官事

務の状況等について

I 1 最近の刑事事件の事件数を見る
‐．_〆／

と，平成20年の刑事訴訟事件の新受

件数は，高裁が7805人,地裁が9万

3568人，簡裁が47万8951人（うち略

式事件数は46万5273人）でしたが，

ー 平成21年は，高裁が7229人（前年比

一約7.4％)，地裁が9万2777人（前

年比一約0.8％)，簡裁が45万1942人

（前年比一約5.6％） （うち略式事件

数は43万8436人）となっており，新

受事件総数は，全体として減少傾向

111
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参加の申出があった事件の終局人

員数は49人となっており，約1割

の裁判員裁判対象事件において被

害者等の参加の申出があったとい

うことになります。

被害者参加については，早期に

検察官を通じて被害者等の参加の

意向や態様，付添いの措置や遮へ

いの措置の必要性等に関する情報

を収集することが重要です｡また，

参加が許可された事件において

は，被害者参加人や被害者参加弁

護士が公判期日への出席を希望す

ることが予想されることから，被

告人質問の申出の有無等の参加の

態様を確認し，早期に審理計画に

反映させる必要があります。特に

裁判員裁判においては，いったん

審理計画を立てて裁判員等の呼出

手続を行ってしまうと，その審理

計画を変更することは容易ではな

いため，正確で迅速な情報収集の

必要性は一層顕著です。

また，裁判員裁判等の国民の関

心が高い事件については，裁判所

に来庁した被害者参加人が，報道

関係者や被告人の関係者等と接触

するなど不測の事態が生じた場

合’被害者に関する情報が流出す

るなど影響が多大なものとなるこ

とも考えられるため， より一層の

配慮が求められます。

(ｲ）刑事損害賠償命令制度

刑事損害賠償命令制度の実施状

況としては，平成21年の申立件数

の累計が214件となっています。

刑事損害賠償命令事件の審理

は，原則として，有罪判決の宣告

後，直ちに審理期日を開くことと

されているので， 申立てに関する

情報を事前に収集しておく必要性

が高いものです。また， 4回以内

の期日で終結すべきことが定めら

れていますので，刑事事件に引き

続き，迅速な審理を実現するため

の進行管理が重要となります｡そ

のため，なるべく事前準備をして

おきたいという気持ちが働くこと

と思いますが，あくまでも有罪判

決を前提とする制度ですので，被

告事件の判決言渡し前に，裁判所

から被告人側に準備を促すような

ことは相当ではないと考えます。

また，刑事事件において被害者

特定事項の秘匿決定がされている

事案に関する刑事損害賠償命令事

件が民事訴訟手続に移行した場

合，記録の閲覧等により被害者特

定事項が漏出しないよう記録の引

継時に配慮する必要があります。

具体的な事務処理上の問題点につ

いては，各庁の民事事件における

取扱いが参考になるものと思われ

ますので,民事訴訟手続に関する

実務上の知識を得るため，民事部

の書記官と勉強会などを実施する

ことが有益であると考えます。

なお，平成21年11月26日及び27

日に裁判所職員総合研修所におい

て実施された刑事実務研究会で
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I

は，被害者参加制度及び刑事損害

賠償命令制度の実施状況,運用上

の留意点及び工夫例等について，

研究及び討議が行われています。

（3）家事関係

千葉企画調査部長

最近の家事事件の動向，書記官事務

の状況等について,お聞かせください｡

氏本総務局第一課長

れており，同審議会の児童虐待防止

関連親権制度部会において児童虐待

防止のための親権制度の改正等につ

いての議論が行われているなど法改

正に向けた動きが活発です‘また，
多くの家裁，特に小規模庁や支部で

は，一人の書記官が様々な種類の事

件を担当している実情にあります。

このような状況の下で，書記官が

制度上の変化に迅速に対応し，正確

な事務処理を行うためには,今後も，

個々の書記官が職務意識の向上に努

め，専門的知識を積み， 自信を持っ

て事務処理に臨むとともに,組織と

して，最新の情報，専門的知識や手

続の在り方を集積・整理し，高裁管

内全体又は家裁全体で共有して，必

要な時に簡単に効果的に活用できる

環境を整えることが重要と思われ

ます。

なお，平成22年2月23日から25日

まで，裁判所職員総合研修所が開催

した家事実務研究会では，書記官研

修部と家裁調査官研修部が合同で実

施した共同研究において，書記官と

家裁調査官の職種間連携や，家事調

停事件における調停委員を含めた職

種間連携について討議が行われ，各

庁の工夫や職種を超えたプロジェク

ト方式による事務改善の取組例が紹

介されました。書記官と家裁調査官

の連携の重要性，両職種と調停委員

の協力による事務改善の取組が有益

であること， さらに事務局との連携

が必要であることなどが確認されま

４

．

４

『

I

ア最近の家事事件の動向，書記官事

務の状況等について

平成21年における家事事件及び人

事訴訟事件の新受件数の総数は, ､79

万9572件（前年比十約44％）でし

た。その主な内訳を見ると，家事調

停事件は， 13万8240件（前年比十約

5.5％)，家事審判事件は62万1316件

（前年比十約4.1％)，人事訴訟事件

は1万817件（前年比十約0.9％）と

いずれも前年と比べて増加してい

ます。

平成16年4月の人事訴訟事件の家

裁への移管，平成19年4月の離婚時

年金分割制度の導入に伴う年金の按

分割合に関する処分申立て事件の新

設，平成20年‘4月の児童虐待防止法

の改正に伴う審判前の保全処分の制

度や臨検捜索の制度の新設など,家

事事件については，近年多くの制度

上の変化があり，家裁の手続が拡充

されたことに伴い，書記官事務の内

容もますます多様化しています。さ

らに，現在，法制審議会の非訟事件

手続法・家事審判法部会において家

事審判法改正に向けての議論が行わ

、
、
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会報書記官画第24号

庁で，不正の要因となりうる事由を

リスク要因として類型化し，事案の

要注意性を見立てる際の枠組みとし

て活用し，個々の事案に応じた監督

区分を定めて後見等監督を実施する

という取組が行われています。平成

21年には， 10月から12月にかけて全

国4ブロックで成年後見事件担当裁

判官等事務打合せが開催されジ成年

後見事件の事務処理の改善やメリハ

リのある後見等監督の在り方，後見

等監督を適正かつ効率的に運用する

ための監督区分，支部・出張所にお

ける事務処理改善の方策を推進する

ための工夫等について協議されまし

た。この事務打合せにおいて，後見

等開始時に事案の要注意性を的確に

見立てるための工夫が重要であるこ

と,専門職を後見人・後見監督人と

．して効果的に活用する必要があるこ

と，効果的な後見等監督を行うため

には，各庁の実情に応じた監督区分

"を設けた上で，常に状況を把握し，

必要な見直しを行う‘ことが重要であ

ること，国民に均質なサービスを提

供できるよう，本庁は支部・出張所

と密に連携して，必要な情報提供や

事務処理改善の援助を行う必要があ

ること，などが確認されました。

また，後見人等が後見等事務の内

容を理解して，不正行為のないよう

適切に後見等事務を行うためには，

家裁から後見人等にその職務や責任

について十分に説明することが重要

です。後見人等への説明のための

した。

多数の職種が関与する家事事件

において，適切な情報共有が行わ

れ，円滑に事件処理が行われるため

には，書記官が職種間連携の中心と

なって活躍することが期待されてい

ます。

千葉企画調査部長

成年後見関係事件における書記官

事務の状況について，お聞かせくだ

さい｡

曾根総務局第三課長

イ成年後見関係事件における書記官

〆一い、

、

ノ

事務の状況について

平成21年における成年後見関係事

件（後見開始等，保佐開始等，補助

開始等及び任意後見監督人選任事

件)の新受件数は3万3496件であり，

前年比で約4.7％の増加となってい

ます｡制度が施行された翌平成'3年

との比較では約2.7倍の件数となっ

ています。また，後見等監督事件の

新受件数は5万6720件と，平成20年

とほぼ同数で推移しており，依然と

して5万件を超え，平成13年との比

較では，約8倍となっています。制

度施行後Io年が経過しましたが,成
年後見制度については,高齢化の進

行により，今後， ますます利用され

るようになることが予想されます。

このような実情を踏まえ， これま

でも協議会や事務打合せ等におい

て，成年後見事件処理の合理化のた

めの方策等が協議されてきました。

その結果等も踏まえ，現在，多くの
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、
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す。職権主義の構造を維持しつつ，

当事者に一定の手続上の申立権と十

分な情報開示がされるような手続上

の地位を保障するというものであ

り，相手方への申立書の送付等の在

り方，記録の閲覧謄写，事実の調査

の記録化や結果の告知等，書記官事

務に密接に関連する手続についても

議論がされています｡今回の改正で

は，多くの場面で，条文上，手続が

明確にされることになっています

し， 「当事者の手続保障」という大

きな論点を考えても， 当事者と直

接に対応する場面が多い書記官に

とって，影響の大きい法改正になる

ものと思われますので，今後も家事

審判法改正の動向が注目されます｡

ツールとして，最高裁判所家庭局に

おいて，スライドCD「後見人の基

礎知識～はじめて後見人となる方の

ために～」を作成し§平成21年9月

にCD-ROMで，平成22年3月に

DVDで，いずれも各庁に送付され

ました。平成22年度には，このスラ

イドCDの内容を更に充実させたビ

デオを作成し，各庁に配布する予定

ですb

なお，裁判所職員総合研修所書記

官研修部における平成21年度書記官

実務研究では, 「後見等監督事件に

関する書記官事務の研究」という

テーマで研究が行われました。

成年後見関係事件の事務処理につ

いては， これまでの協議会，事務打
、

合せ，研究の結果やツール等も活用

し,今後も事務の見直しや合理化を

行っていく必要があります。
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千葉企画調査部長

児童虐待防止のための親権制度の改

正についてお聞かせください。

小野寺総務局第二課長

工児菫虐待防止のための親権制度の

改正について

先ほど話のあったとおり，親権制

度の改正等については，法制審議会

の児童虐待防止関連親権制度部会に

おいて議論が行われています。この

ほか，児童福祉分野については，社

会保障審議会の児童部会児童虐待防

止のための親権の在り方に関す息専
門委員会において検討されていま

《す。いずれについても，家事審判法

の改正と同様，平成23年の通常国会

に法案が提出される予定となってい

ます。

千葉企画調査部長

家事審判法の改正についてお閉かせ
／

ください。

小野寺総務局第二課長

._） ウ家事審判法改正について
先ほど話のあったとおり，非訟事

件手続法・家事審判法の改正に向け

て，法制審議会の非訟事件手続法・

家事審判法部会において議論が行わ
れていますが，平成22年の夏ころま

でに中間試案が作成され，平成23年

春の通常国会に法案が提出される予

定になっています。

今回の法改正では， 「当事者の手

続保障」が大きな論点になっていま
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おり，下げ止まりの様相を呈してお

り，また，触法事件については，増

加傾向が見受けられます。

全体として少年保護事件の新受人

員が減少傾向を見せる中，平成12年

の少年法改正により導入された被害

者配慮のための各制度の申出件数は

増加傾向を見せています｡平成21年

における各申出件数は，記録の閲

覧．謄写が1072件，意見陳述が282

件,審判結果等の通知が1287件と

なっており，制度施行当初（平成14

年）の申出件数と比べて2倍程度の

増加となっています。

千葉企画調査部長

平成20年改正少年法の運用状況につ

いてお聞かせください。

曾根総務局第三課長

部会等における主な論点として

は，親権喪失制度の見直し，親権の

一時停止・一部停止制度の創設，児

童の一時保護の際の司法関与の在り

方，法人による未成年後見の導入，

保護者指導に対する家裁の関与の在

り方などが挙げられています。部会

等における議論はこの3月末から開

始されたところであり,現時点では，

これらの論点のうちどの程度が実際

の法改正の対象となるかについて予

測することほ難しい状況ですが，親

権という重要な権利に関する見直し

であるとともに，法定代理権に関わ

る事項であることから，家裁以外の

裁判所の書記官事務にも影響を与え

る可能性もあり，今後の議論の動向

が注目されます。

、

ノ

イ平成20年改正少年法の運用状況に

ついて

平成20年12月15日に少年法の一部

を改正する法律（平成20年法律第71

号）が施行され，新たに被害者等に

よる少年審判の傍聴被害者等に対

する審判状況説明の各制度が導入さ

れました。

平成21年9月16日から18日まで，

裁判所職員総合研修所が開催した少

年実務研究会では，書記官研修部の

課題研究において，審判傍聴制度及

び審判状況説明制度について，課題

として取り上げられ，協議されまし

た。また，平成22年1月から2月に

かけて，全国5ブロックで開催され

た，少年事件担当裁判官等協議会で

（4）少年関係

千葉企画調査部長

最近の少年事件の動向，書記官事務

の状況等についてお聞かせください。

小野寺総務局第二課長，

ア最近の少年事件の動向，書記官事

務の状況等について

少年保護事件の新受人員は，昭和

41年に過去最高（109万4339人）を

記録し，その後，昭和58年（68万

4830入）以降減少を続け，平成7年

に29万3703人となった後若干増加し

ましたが，平成11年以降再び減少

し，平成21年は17万2050人（前年比

-0.5%)となっています。ただし，

一般保護事件についてみると，平成

21年は前年と比べて横ばいとなって

、
、
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裁判所内部でも，裁判官や家裁

調査官との情報共有や事務局との

連携が,これまで以上に重要です。

先に述べた少年実務研究会の際の

協議では，審判傍聴制度の円滑な

実施のためには，①三者カンファ

レンスを早期に実施して検討事項

を整理すること，②被害者等への

説明や意向の確認等を早期に行う

こと，③付添人も交えて審判期日

当日の進行等について共通認識を

持つこと，④審判期日当日のスケ

ジュール等について事務局等も交

えた担当者で打ち合わせを行い十

分に準備することなどが重要であ

ることが確認されました｡また，

研修の機会等を利用したロールプ

レイや審判当日に備えたリハーサ

ル等の体験型の実践的な取組が重′

要であることが認識されました。

少年事件担当裁判官等協議会にお

いても，審判傍聴の許否判断に資

する情報を有効かつ適切に収集し

て共有するための方策として；三

職種間の連携，付添人の協力が不

可欠であるこ‘と，円滑な傍聴の実

施に向けて，被害者等への十分な

事前説明が必要であることが確認

されています。 《

溺件の進行管理を行う書記官と

しては，外部との連絡調整及び内

部における連携の面で中心的な役

割を果たし，事件処理の過程で発

生する様々な事象に的確に対応す

ることが今後も期待されていると

も，両制度の運用について協議され

ました。

なお，裁判所職員総合研修所書記

官研修部における平成22年度書記官

実務研究では,「少年事件における

書記官事務の研究く改訂研究＞（仮

称)」をテーマに研究が行われてい

ます。

㈲審判傍聴制度関係

平成20年12月15日から平成21年

12月31日までに審判傍聴の対象と

なった事件は， 223件であり，そ

のうち101件について，審判傍聴

の申出がなされ,87件について審

判の傍聴が認められています。審

判の傍聴が認められた87件のう

ち， 申出人から傍聴付添いの申出

がなされたのは29件であり，いず

れも傍聴付添いが認められてい

ます。

審判傍聴制度に関する書記官事

務では，被害者等や外部の機関と

の連絡調整が重要となりますが，

制度の案内，被害者等の申出資格

に関する法鬮調査,傷害の程度に

ついての捜査機関からの情報収

集，弁護士付添人の関係での法テ

ラスへの選任依頼や傍聴許可につ

いての意見聴取，少年鑑別所への

通知等について，適切に運用して

いただいているものと思います。

手続の各段階で必要となる事務に

ついて，十分に理解した上で，確

実な事務処理をしていただきたい

と思います｡

P

、

〆、
ノ

く

、

__ノ

1

■
Ⅱ

117

一一一
.‐ ‐_－ 一

一一一口L臼』 一一q■ 一 一一_一一一一

－一一一一一一一■ P一一一七一F‐凸＝＝一-一一一一一ー



ー L-

r~一 -一 『
４－

ザー季一 マー』 ｮ 一 ヶ一一■ ー L

会報書記官第24号

と共通認識を持つこと'が必要であ

ることが確認されました。

被害者等への対応については，

被害者等の心情に配慮した応対を

行う能力,説明の基礎となる資料
を適切にまとめ，被害者等の面前

でわかりやすく説明する能力等が

必要となりますので，今後も書記

官において，スキルアップに努め

ることが重要だと考えています。

考えています。

ｲ）審判状況説明制度関係

平成20年12月15日から平成21年

12月31日までの審判状況の説明の

申出人数は433人であり，そのう

ち424人について申出が認められ

ています。申出が認められなかつ

′た9人についてはヅ審判が開始さ

れずに事件が終局したことによる

もの， 申出資格がない者からの申

出によるものです。

審判状況説明制度に関する書記

官事務としては，審判調書や状況

説明メモといった説明の基礎とな

る資料の作成事務及び被害者等へ

の説明事務があります。書記官に

とって新たな事務ですが，先に述

べた少年実務研究会の際の協議で

は，チェック方式のメモの活用，

事件類型毎のメモ書式の活用な

ど，各庁において事務が過度の負

担とならないための工夫例が紹介

されました｡また, ､審判状況の説

明においても， ロールプレイ等の

実践的な取組を継続的に行うこと

が重要であること力轆認されまし

た｡少年事件担当裁判官等鐵議会
においても，審判状況メモの作成

についての各庁の工夫例，負担が

過度にならないための方策等が紹

介されました。被害者等へ審判の

客観的・外形的事実を説明すると

いう審判状況説明制度の趣旨を踏

まえた上でゥ どこまで審判状況メ

モに記載するかについて，裁判官

ff)

3 これからの書記官の在り方に
. ■ P

ついて ←
－－

千葉企画調査部長

書記官の職務意識の重要性について

お聞かせください。

曾根総務局第三課長

書記官の職務意識の重要性について
書記官は，調書の作成や事件に関す

る書類を作成することを中心とする公

証事務を，固有かつ独立の権限として

いますが， これは，裁判官を審理判断

に専念させるとともに，裁判手続の適

法性，公正性を確保し， これに対する

当事者その他の関係人の信頼を得よう

としているものです。また，刑事事件

における裁判員制度や被害者参加制度

の導入，少年事件における被害者等に

よる審判傍聴制度の導入，民事事件,

家事事件の分野における手続教示等,

書記官が訴訟当事者以外の様々な立場

の来庁者に対して対応しなければなら

ない場面も増加しています。

これまで書記官は，公証事務を適切

に遂行するとともに，利用者の立場に

（

_ノ

、

－－，■■

く

118

一



I

座談会↓

立ちながら，公平,・公正を維持しつつ

丁寧かつ毅然とした対応をしており，

書記官に対する信頼は概して高いもの

と考えています。引き続き，書記官が

このような国民からの信頼を維持する

ためには，公証権限等の書記官に付与

された職務権限の重要性や職責の重さ

を自覚するといった職務意識を持っ

て，一人一人の書記官が日<々の職務を

着実に遂行することが重要であること

は言うまでもありません。今後とも書

記官の職務意識を保持し， これを高め

､ていくために必要な取組を行っていき

たいと考えています。

大竹人事局給与課長

が予想されるところですが，定員振替

や増員による書記官の年齢構成の変化

という状況を踏まえて，書記官の適正

な昇格運用の枠組みを維持することが

できるよう，引き続き努力をしていく

つもりです。

（2）級別定数関係につい､て

千葉企画調査部長

級別定数,特に書記官の格付け関係

についてお聞かせください◎

大竹人事局給与課長

平成22年度予算の級別定数の改定折

衝においては，公務員総人件費削減の
r

動きがこれまで以上に強まる中，裁判

、部門の執務態勢をより充実強化する必

要があることや書記官の職責が増大し

ていることを踏まえて粘り強く折衝に

当たりました。その結果，次に述べる

とおり，裁判部門において中心的な役

割を担っている中堅書記官の処遇が後

退しないよう， ‘5級以下を中心に一定

の成果を上げることができたものと考

えています。

ア7級関係

家裁次席書記官1，高裁訟廷管理

官1，地裁総括主任書記官2の合計

,へ
〃

4 書記官の給与上の諸問題等に

ついて

（1）書記官全体の処遇について

千葉企画調査部長

書記官全体の処遇についてお聞かせ

ください◎

大竹人事局給与課長

書記官の給与上の処遇については，

書記官の法律専門職としての高度の専

_）門性,職務の複雑･困難催書記官の
権限拡大，職責の増大などを踏まえ，

級別定数改定や官職増設について鋭意

折衝を行い，公務員総人件費削減をこ

れまで以上に厳しく求められる情勢の

下,適正注昇格運用の枠組みを維持す

るのに最低限必要なものを確保したと

ころです。

級別定数の拡大を巡る情勢が年々厳

しさを増していることから,‘今後の級

別定数の拡大は極めて困難であること

．
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4 （前年度5）の切上げを実現する

ことができましたが, これは書記職

全体の官職評価の引き上げという面

からも意義のあることだと考えてい

ます。

この結果，下級裁次席書記官につ

いては，平成22年度に増設が認めら

れた2ポストを含む145ポスト中138

が7級以上に格付けられることにな

りました。

イ 6級以下関係

書記官については，これまでの大

幅な定員振替及び増員による年齢構

成の変化及び級別定数の構成比率の

変動に伴い，書記官の適正な昇格運

用の維持が困難となることを避ける

ため，引き続き5級， 4級及び3級

について定数の切上げを要求し,粘

り強く折衝を行った結果，現在の昇

格運用の枠組みを最低限度維持す

るために必要な510（5級50， 4級

240， 3級220) (前年度528) という

切上数が認められました。

ウ官職増設関係

官職増設については，裁判部門に

おける執務態勢の充実強化を図るた

め，広島家裁，東京簡裁に次席書記

官各1 （いずれも6級格付け）を増

設することが認められ，また,‘主任

書記官についても， 30の増設を確保

することができました。

5書記官の任用上の問題につ

いて

（1）書記官任用試験及び主任書記官選考

について

千葉企画調査部長

書記官任用試験制度及び主任書記官

選考制度の実施状況等についてお聞か

せください◎

岸野人事局参事官

まず，平成18年度から始まった裁判

所書記官任用試験（以下「CA試験」

という｡）についてですが,昨年度行

われたCA試験(CA-4)では，全

国で340人の受験申込みがあり，筆記

試験，口述試験及び実務試験を経て最

‘終合格した45人が, 10月1日付けで書

記官に任官しました（なお, CA-3

の申込者数は336人，任官数は52人)。

本年度の試験(CA－5)について

は， 1月14日及び15日に筆記試験が実

施され，ざらに5月6日から26日まで

の間に，各高裁において口述試験が実
L

施されました。

今後は，口述試験合格者に対し， 6

． 月28日から9月14日までの問，裁判所

ノー、

、
I

ノ
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岸野人事局参事官
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職員総合研修所における中央研修及び

各庁における実務研修を内容とする実

務試験が行われることになります。こ

の実務試験は，書記官任用前に，書記

官として必要な基本的な法律知識と実

務知識を付与することを主たる目的と

する研修という面も有するもので， ま

すます高度化する書記官事務を適正迅

速に処理できる書記官を育成すること

に資する内容となっています。

なお，裁判所職員総合研修所におけ

る中央研修の期間ほ，従前の書記官基

礎研修の期間とほぼ同様であることか

ら，家庭事情等のため長期間の研修に

参加することが困難な職員で実務能力

を有する優秀な事務官等にも，書記官

となってその能力を活用する途を確保

できるものと考えています。

また, CE及びCA試験受験者の学

習意欲の維持，向上を目的として，平

成20年度に実施された試験(CE-

60, CA-3)から，有効に受験して

不合格となった受験者のうち希望する

者に対して,‘筆記試験の成績の通知を

行うこととしました。
唾

これによりI'多くの受験者の皆さん

に，書記官任官に向けての学習意欲を

一層高めていただくことを期待してい

ます。

次に主任書記官選考についてです

が，現在は，すべての高裁において公

募による主任書記官選考が実施されて

います。これは，主任書記官の果た

すべき役割がこれまで以上に重要に

なっていることを踏まえて，意欲と能

力のある職員を公平で透明な手続に

よって広く登用していくという趣旨に

よるものだと認識しています。また，

公募制の場合，子どもの養育など自ら

のライフサイクルを踏まえて，いつご

ろ選考を受験するかということを自ら

選択することが可能であることから，

男女共同参画社会における女性の主任

書記官の積極的登用に資するのみなら

ず， ワーク・ライフ・バランスを考え

る上でも望ましい手段の一つではない

かと考えています。

【今後の主任書記官等の管理者養成の

方向性について】

主任書記官等の管理職員について

は,社会経済情勢の変化や国民の意識

の変化等に伴い；職責がこれまで以上

に重くなっており，その職責を果たす

ためには，職務知識，事務処理能力は

当然のこととして， より高い業務管理

能力，人事管理能力，組織運営能力が

重要となっていると考えています。こ

のような職責を遂行することができる

人材を広く登用していくために，すべ

ての高裁で公募による主任書記官選

考が実施されています｡_公募制は， こ

れらの能力， とりわけ指導力や積極性

の面で優れた人材を登用できる制度と

して一定の成果を残しており，定着し
ているものと考えといます。また,主
任書記官任官後も中間管理者研修等の

各種研修・研究会を実施する等様々な

形で主任書記官の育成，サポートに努

めているところです｡さらに，中堅職

員に対しても，ブラッシュアップ研修

《~）
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格付けの改善を図るため， これま

で認められてきた東京地裁，横浜

地裁，さいたま地裁千葉地裁，

大阪地裁,京都地裁,名古屋地裁，

広島地裁，福岡地裁，仙台地裁,

札幌地裁のほか，平成22年度はさ

らに神戸地裁においても総括主任

書記官ポスト （7級）の設置を行

い， また，東京地裁立川支部にお

いても総括主任書記官ポスト （7

級）の設置を行ったところです。

③高裁訟廷管理官

総括主任書記官と同様に重い職

責を担う高裁訟廷管理官について

も，平成17年度以降7級切上げ11

を実現し,平成22年度においても

さらに1の切上げを実現すること

ができたところです。

これらの7級ポストの設置や7

級切上げは，書記官全体の官職評

価の引き上げにもつながるため，

これまでも努力してきたところで

すが， 7級は，そもそも行政官庁

では「管区機関の特に困難な業務

を所掌する課の長や府県単位機関

の長」についてようやく格付けら

れる職務の級であるため，一定の

限界があることは理解していただ

きたいと思います。

及びその他の研修等を通じて，そのよ

うな能力を高めるための指導を行って

いく,とともに，管理職員による面接等

の機会を通じた意識啓発を行ってい

ます。

（2）書記官の任用政策について

千葉企画調査部長

書記官の任用政策について，特に主

任書記官等のポストの増設及び書記官

の専門分野ごとの育成・配置について

お聞かせください。

大竹人事局給与課長~~

羊仔書記官等のポストの増設につ

いて

①主任書記官

下級裁判所の裁判部門ゐ充実強
： 、 ．

化への取組にとって，主任書記官

の配置は極めて重要であることか

ら， 「書記官の給与上の諸問題等

について」のところで説明したと

おり,平成22年度予算においても，

一定数の主任書記官の増設を実現
（ 、

することができました。

適正迅速な裁判の実現に向けて

裁判部の職員が十分に能力を発揮

でiきるような指導監督態勢を構築

していく必要性がより強まってい

ますので，主任書記官ポストの増

設については，今後も引き続き

努力をしていきたいと考えてい

ます。

②総括主任書記官

大規模地裁の大規模な部におい

て多くの部下職員を抱えて極めて

重い職責を担う主任書記官の給与

ア

1
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岸野人事局参事官

イ書記官の専門分野ごとの育成・配

置について

司法に対する需要がます,ます増大

し，国民からは， より身近で利用し

やすく，頼りがいのある司法の実現
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これまで以上に高い職務知識やコ

ミュニケーション能力等が必要とさ

れています。

書記官は，適正迅速な裁判の実現

を担う裁判部門の基幹職種であるこ

とから，任官後間もない間は，人材

育成の観点から，その後ほ社会経済

情勢の変化や国民の意識の変化等に

応じた事件の量的・質的変化に着実

に応えていくためにも，多様な職務

経験を積んでもらうことを基本に

据えることはこれまでと同様です

斌今後は,新しい制度の運用等を

も見据え，各専門分野における書記

官の職務遂行能力の向上にも十分に

配慮していく必要があると考えてい

ます。

が求められています。裁判所が国民

から期待されている使命を果たして

いくためには，書記官において，裁

判官との協働態勢の下，他の職種と

も相互に意思疎通を図り，連携を強

化していくとともに，裁判所を利用

する人々の多種多様な問題を適切に

解決するため，職務遂行能力の向上

を図り，訴訟運営に積極的に関わっ

ていくことが求められます。

刑事の分野においては，平成21年

5月21日から裁判員制度が実施され

たことから，各庁における裁判員裁

判等の運用状況等を踏まえ，運用の

在り方や今後の改善点等を検討して

いく必要があるところですが，書記

官事務の遂行に当たっても，制度導

入後の円滑かつ安定的な運用の実現

に向け，継続的な取組が不可欠と

なっています。

また，民事の分野においても，こ

れまで以上に，専門的知見を必要と

する複雑困難な事件が裁判所に持ち

込まれるようになってきており，事

件動向や事務処理状況の変化に，迅

速かつ柔軟に対応できるよう備えて

おく必要があります。

他方，家事の分野においては，全

般的に増加傾向にある家事事件をよ

り一層適正かつ迅速に処理すること

が，少年の分野においては，被害者

等による少年審判の傍聴や被害者等

に対する審判状況の説明といった新

設制度を適切かつ円滑に処理するこ

とが求められており，書記官にも

〈
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1

千葉企画調査部長

ワークアンドライフのバｰﾝｽを考

えた書記官のジョブローテーション，

キャリアアップについてお聞かせくだ

さい｡

岸野人事局参事官

(3) ワークアンドライフのバランスを考

えた書記官のジョブローテーション，

キャリアアップについて

書記官については，若い世代を中心

に，能力開発，適性発見等の観点に

立って可能な限り多様な職務経験を積

んでもらっているところですが，異動

計画の策定に当たっては,管理職員に

よる面談を通じて，職員の意向や家庭

状況等の個別事情の的確な把握に努め

ており， これらの事情を十分に勘案し

つつ，耽員の能力，適性，職務経験等

／
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他の高裁管内での再任用を希望した

者の勤務地の調整や，再任用希望が
『 ､

小規模庁に集中した場合の勤務地

の調整， さらには現役職員の異動

ローテーションとの調整等，種々困

難な問題に直面するものと思われま

すので，最高裁としても各高裁と緊

密な連携を図りながら適切な対応を

行っていきたいと考えています。

イ他官庁への出向状況等について

他省庁等への出向は,平成22年'4

月1日現在， 11か所41人となってい

ます。具体的な出向先は次のとおり

です。

（'）衆議院（法務調査室） 1

（2）参議院（法務調査室） 1

（3）裁判官訴追委員会1

（4）弾劾裁判所2 ．

（5）公害等調整委員会2､

（6）公正取引委員会2

（7）国税不服審判所（東京，関東信

越，大阪，名古屋広島） 6

（8）人事院l

（9）金融庁2

⑩預金保険機構（東京，大阪） 2

伽日本司法支援センター（本部，

東京，千葉，大阪京都，三重，

福井，富山，広島，佐賀，長崎，

宮崎，宮城，札幌,香川，徳島

高知，愛媛）21

出向期間は出向先によって異なり

ますが，通常は2年ないしは3年と

なっています。

他省庁等への出向は，裁判所以外

の組織を経験することによって視野

に応じたバランスの良い任用配置が図

れるよう十分配慮しています。

（4）再任用の実施状況等について

千葉企画調査部長

再任用の実施状況についてお話くだ

さい。また，書記官の他官庁への出向

状況等についてもお聞かせください。

岸野人事局参事官

ア再任用の実施状況について

裁判所においては,職務に対する

意欲と能力を有し,再任用を希望す

る職員については,定員及び（級別）

定数の範囲内ではありますが，原則

として再任用する方向で運用してい

ます。

書記官（有資格者）の再任用著数

を見てみると,~~平成21年度末に定年
、 4

退職した書記官（有資格者）のう

ち，本年4月に再任用された者は48

人（約39％）であり，昨年度に新規

で再任用された者（“人）と同程度

の人数が再任用されています｡また，

昨年度に書記官として再任用された

者（95人， 1回目及び2回目更新者

を含む｡)のうち，任期更新可能な

者は94人であり,そのうち80人（約

85％）の任期が更新されています。

公的年金の満額支給年齢が65歳と

なることから，再任用希望者（任期

の更新希望者を含む｡）が増加し，

それに伴って再任用前の勤務地以

外の場所での再任用を希望する者

も増加していくことが予想されま

す。このため，再任用者の任用配置

に当たっては，他の地家裁管内又は

一
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置としての任期付採用等は，年度ごと

に若干の高低はあるものの，育児休業

制度の定着とともに高い割合で行われ

ています。

ところで,書記官の育児休業等に伴

う代替要員の確保については，書記官

任命資格を有する者の代替要員の確保

の困難さから，産前・産後の特別休暇

中は，事務補助要員を賃金雇人という

形で雇い入れ，その後の育児休業期間

中は，その者を事務官として任期付採

用等を行うことも多いかと思われます

(昨年度任期付採用等を行った者140人

のうち，書記官を任用したのは40人

(28.6％）となっています｡)。 ．

そこで'産前・産後の特別休暇期間

中の臨時的任用も含め，書記官任命資

格を有する代替要員を確保し，司法制

度改革の着実な実施に向けて裁判部の

戦力を維持するため，書記官任命資格

を有する者で， 1年以内に定年退職，

再任用終了, 自己都合退職等が予定さ

れている者に対して任期付採用等の希

望に関する調査を実施したり,各裁判

所は，当該庁に書記官任命候補者がい

ない場合でも，高等裁判所への照会を

通じて，当該庁において勤務に応じる

見込みがある者についての情報を収集

することができる態勢を整えていると

ころです。

しかしながら，任期付採用等の候補

者を十分に確保することが困難な状況

は依然として続いていますし,書記官

数の増加や育児休業等取得の促進によ

り，今後も，育児休業取得者が高い水

が拡大し識見が高まるため，出向者

自身の能力向上や専門性を深めるこ

とに資するところが大きく，ひいて

は，それを組織に還元すること‘によ

りj組織にとっても有用性が高い等

のメリットもあることを考慮に入れ

つつ，事件処理に必要な書記官を確

保することを前提に，今後も出向先

及び人数について検討していきたい

と考えています。

(5)産前・産後休暇,育児休業制度にお

ける代替要員の確保について

千葉企画調査部長

産前・産後休暇，育児休業制度にお

ける代替要員の確保についてお聞かせ

ください。

岸野人事局参事官

産前．産後休暇中における代替要員

の確保にづいては,平成14年8月1日

から，休職者や年度途中の離職者がい

る等の限られた場合ではありますが，

書記官を代替要員とする臨時的任用を

行っているところです。

最近数年間における育児休業を取得

した書記官の数は，平成18年度が139

， 人（うち男性職員13人，以下（ ）内

は男性職員数で内数)，平成i9年度が

155人（8人),平成20年度が172人（13

人)，昨年度が177人（24人)，そのう

ち任期付採用又は臨時的任用(以下｢任

期付採用等」という｡）を行った数は，

平成18年度が110人（79.1％),.平成19

年度が129人（83.2％)，平成20年度が

129人(75.0％),昨年度が140人(79.0%)

となっており，育児休業に伴う代替措

‘ .~､
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、

準で推移することが見込まれます。そ

こで，先に述べたような方策に加え
（ ．

て，平成22年度においても，書記官に

限ってではありますが，各高裁管内に

おける育児休業取得者数のうち，一定

程度の数について正規職員である書記

官で補充できる扱いとしています。こ

れは， 1年間を通じて常時相当数の書

記官が育児休業を取得し， しかも育休

代替要員の確保が実際上困難であるこ

とが見込まれる中で，育児休業取得者

が急きょ職務復帰することとなった場

合に生じる支障や育休代替要員による

補充の困難性等を総合考慮して行って

いるものです。

なお，任期付採用等による代替要員

の確保については，平成17年度から実

施している次世代育成支援対策推進

法に基づく裁判所特定事業主行動計
1 ．

画「みんなで支える子育て応援アク

ションプラン～よりよい勤務環境を目

指して～」でも触れられています。こ

の中では，育児休業等を取得すること

になった場合は，業務に支障が出ない

ように業務分担の見直しを行ったり，

任期付採用等による代替要員を確保す

ることを検討するなど,’育児休業等取
得者が安心して育児に専念できるよう

な勤務環境を整えていくこととしてお

り,,今後もより一層，書記官の育児休

業等に伴う代替要員の確保に努めてい

く必要があるものと'考えています。

また，平成19年8月1日に導入され

た「育児短時間勤務制度」は，子育て

中の職員にとって利用しやすいものと

するよう配慮する必要がありますが，

一方で公務運営に与える影響も大きい

と言わざるを得ない場合もあります。

そのため,職員全体の理解を得ながら，

配置や業務分担を工夫することなどに

よって，裁判所の業務においても比較

的対応しやすいと考えられる勤務時間

の割振りモデルを示しています。この

モデルに当てはまる請求については，

基本的に配置や業務分担を工夫するこ

となどにより，できる限り速やかに承

認されるものと考えており，実際その

ような運用がされていると認識してい

ます。

このモデルに当てはまらない請求に

ついては，公務運営に与える影響を考

慮しつつ，異動等も視野に入れて慎

重に検討せざるを得ないと考えてい

ます。

また，任期付短時間勤務職員を確保

する必要性も高いと考えられますが，

任期付短時間勤務職員は，育児短時間

勤務を取得した職員と「同一の業務」

を行うこととされており，書記官のよ

うな資格官職の任期付短時間勤務職員

の確保は相当の困難があります｡

いずれにしても，平成22年6月30日

から育児短時閏勤務をすることができ

る職員が拡大されることも踏まえて,

子育て中の職員にとってこの制度が利

用しやすいものとなるよう育児短時間

勤務の承認に当たって様々な工夫をす

ることにより，今後も引き続き適切に

対応していきたいと考えています。

一*ヘ

ノ

〆
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、
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発に努めていく必要があります。

このような観点から，裁判所において

は，各庁において実施される健康管理講

習会や，新採用職員研修，中間管理者研

修等の各種研修の中で，できる限り心の

健康づくりのための科目を設けｳ '人事院

の専門家会議の取りまとめによる研修教

材等を活用した研修を実施することによ

り，職員に対して心の健康づくりの浸透

及び意識啓発を図っているところです。

このほか，職員本人の心の悩み相談や

上司・同僚からの相談の窓口として，最

高裁及び各高裁所在地に臨床心理士など

の専門家によるカウンセリング体制を整
L・ 、

備し,その他の庁においても，カウンセ

リング会を実施しているところです。

ア システム開発等と書記官事務
について

（6）定年延長について

千葉企画調査部長

定年延長についてお聞かせくだ

さいO 1･

岸野人事局参事官

‐平成21年の人事院勧告では，公務の

能率を確保しながら65歳まで職員の能

力を十分に活用していくためには，年

金支給開始年齢の引上げに合わせて，

平成25年度から,定年年齢を段階的に

65歳まで延長することが適当であると

され，その条件を整えるため， 「公務

員の高齢期の雇用問題に関する研究

会」の最終報告も踏まえ，総給与費の

増大を抑制するための給与制度の見直

しや組織活力及び公務能率を高めるた

めの人材活用方策等の諸課題について

早急に検討を進めるものとされたとこ

ろですb

定年年齢の延長は，国家公務員全体

の問題として検討すべき事柄であるこ

とから，裁判所としては,､引き続きそ

の検討状況を注視し，情報収集に努め

て,いきたいと考えています。

凸へ

ﾘ
ﾝ

（'）民事裁判事務支援システム(以下｢M

INTAS」という｡）の導入状況に

ついて

千葉企画調査部長

, MINTASの導入状況と今後の

導入展開予定についLてお聞かせくだ

さい。

野口情報政策課参事官 、

ア導入展開の進捗状況について

例,これまでの導入展開状況

MINTASは，平成20"2月
フU

12日に第1次導入庁であるさいた

（ま地裁において本格稼働を開始し

ました。その後は，平成17年12月

に策定された情報化戦略計画にあ

るとおり，平成20年度中に，民事

､-ノ6 漢ンタルヘルスについて

千葉企画調査部長

メンタルヘルスの具体的実施状況に

ついてお聞かせください。

岸野人事局参事官

職員の心の健康づくりのためには，心

の健康の保持増進心の不健康な状態へ

の早期対応，円滑な職場復帰と再発の防

止のそれぞれについて，管理職員はもと

より，個々の職員の理解を深め，意識啓
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お願いいたしました。

具体的な準備作業の内容は，平

成21年度と同様であり，地裁支部

においては，操作方法の習得,民

事Pからのデータ移行のための

データ補正作業，操作方法の習

得，利用端末の環境設定や料金後

納申請などのシステム内外の環境

整備等であり,地裁本庁に対して，

これら支部の準備作業を自庁への

導入時の経験やMINTAS導入

後のシステム運用の経験等を活か

しながら支援していただきたい旨

お願いしています。 ，

民事事件担当の皆様について

は，通常の事件処理にこれらの

準備作業が加わる形になります

が，情報政策課としても，それら

準備作業を少しでも軽減できる

ようにとク操作マニュアル,研修

用映像敷材,MINTAsハンド

ブック（導入や利用に当たっての

よくある質問と回答を取りまとめ

たもの）や■ 】

i

４
L

函

野口情報政策課参事官

裁判事務処理システム導入庁すべ

てに展開を終え，平成21年度から

は，期日進行管理プログラム（地

裁民事事件用） （以下「民事P」

という｡）を利用している庁に展

開を進め，現在は，別紙第1のと

おり東京地裁，大阪地裁を除く本

庁48庁及び支部49庁で安定して稼

働しています。

（ｲ）今後の導入展開予定

平成22年度は,別紙第2のとお

り，東京地裁，大阪地裁本庁及び

別紙第1記載の支部以外の支部

に展開を進め，全国の本庁,支

部203庁への展開を完了する予定

です6 ／
， 、

イ本年度導入に向けた準備について

例地裁支部154庁への導入についで

MINTASを導入するにあ

たって，別紙第2の第24, 25次導

入庁については平成21年11月に，

第26, 27次導入庁については平成

22年1月に，第28～30次導入庁に

ついては同年2月に,準備事項の

詳細についてお知らせするととも

に，地裁本庁に準備作業の支援を

･グーヘ、

し

■一

、
Ｚ1

【 D

【 】を用意しました。ま

た，導入準備に関する各庁の疑問

点や， これに対する当課からの回

答を各庁で共有するための質問専

用メールアドレスなどといった，

準備作業等をサポートする態勢も，

執っています｡ぜひ,これらのツー

ル等を活用していただき，今後，

MINTAS導入に向けての御理

一日
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1解と御協力をお願いいたします。

(ｲ）東京地裁。大阪地裁本庁への導

・入について

平成23年1月に導入予定の東京

地裁，大阪地裁本庁については，

規模の大きい本庁ということもあ

り，昨年度末から，両庁の導入準
（

備の中心となる方々に対して，導

入にあたっての準備事項の概要に

ついて直接御説明させていただ

、き， また研修の実施等についても

協議させていただきました｡その

結果，東京地裁については平成22

年9月に，大阪地裁については同

年5月と7月に分けて,当課職員

も参加する操作方法習得等のため

の導入研修を実施することになり

ました。

導入研修の終了後は，研修用映

像教材やウェブ研修環境を利用し

て，導入研修参加者からそれ以外

の職員の皆様へ導入研修結果を還

元していただくとともに，データ

移行等の準備作業についても御

、協力いただくようお願いいたし

まず。

導入庁への利用支援等について

利用者の皆様の操作上の疑問点に

ついては，ユーザサポート （ヘルプ

デスク）を用意して随時質問を受け

付けて対応しております｡

あわせて,MINTASをよりス

トレスなく御利用いただくため，利

用者の皆様からの質問等を踏まえ，

MINTAS上から参照可能な□

、
４

､O Dを適時に更新しており

，ます。

工結び

日書協の会報書記官の「ITmall

（あいていい・も－る)」に掲載して

いるコラム｢みんなのMINTAS」

において,MINTASの導入状況

や機能，利用に当たって参考となる

事項などを紹介しておりま式ので，

会員の方々には，ぜひ，御覧いただ

きたいと思います。

今後も，書記官事務を中心とした

民事裁判事務の支援のために， より

利用しやすいシステムを目指して参

ります◎

（2）刑事裁判事務支援システム‘(以下｢K

EITAS」という｡）の開発状況と

展開予定について

千葉企画調査部長

KEITASの開発状況と展開予定

についてお聞かせください。

野口情報政策課参事官f

7' KEITASの開発思想について

KEITASは，刑事裁判事務に

おける書記官事務について，その中

核となる公証事務と進行管理事務に

重点を置き，これを的確かつ迅速に

支援するシステムを構想し,特に応

答性の確保及び操作性の向上の観点

から，現場起点でベストな姿を追求

し， 「スリムで骨太なシステムとし

て作り，その後，長く，確実に育て

ていく」ことを目指しています。

、

、

‐

ノ

ノ

ヘー

｝
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KEITASの開発状況について

KEITASは，平成20年度に開

発基本計画策定等作業を終えて，平

成21年9月には，開発請負業者とし

て三菱電機株式会社と，開発監理

支援請負業者として株式会社イン

テックと，それぞれ契約し，平成23

年1月のパイロット庁(名古屋地裁）

への導入に向けて，両者との間でK

EITASの開発工程を進めてい

ます。

現在，スケジュールどおり，平成

22年3月までに設計作業を終えて，

この4月からプログラム製造の作業

を開始しています。

詳細は，会報書記官22号．23号

の「ITmall (あいていい・も－る)」

に掲載させていただきましたので，

是非御一読ください6

現場の意見について

KEITASの開発に当たって

は, KEITASを「スリムで骨太

なシステムとして作り，その後，長

く，確実に育てていく，」という開発

思想のもと，標準的な業務を遂行す

る上で不足する画面や機能はない

か，画面遷移が標準的な業務の流れ

に沿っているか，帳票の体裁に業務

上の問題がないかなど，その都度，

現場の意見を聴取して相互に連携し

ながら，品質面における検討を行っ

てきました。

開発基本計画策定等の作業におい

ては，現場の生の意見・要望を確認

することができたことは大変有益な

ことでした。そこで，設計作業にお

いても，パイロット庁である名古屋

地裁のほか，東京地裁，水戸地裁’

宇都宮地裁及び大阪地裁に出向い

て，今まで意見を聴取した項目の検

討結果やそのほかの重要な機能につ

いて説明を行った上，最終的な確認

を行いました。今後も，導入に向け

て，データ移行や研修などについて

も意見を聴取していく予定です。

工今後の展開予定について

平成22年度はプログラム製造を完

了させて，結合テスト， システムテ

スト等を行う予定です。また， シス

テム移行，ユーザ教育等の検討も併

せて行っていく予定です。そして，

平成23年1月にはパイロット庁であ

る名古屋地裁に導入し，その後，刑

事裁判事務処理システムのサーバの

リース期間が満了し，使用できなく

なる，平成23年10月31日（デッドラ

イン）までには，刑事裁判事務処理

システムが稼働している地裁本庁'8，

庁に展開し，期日進行管理プログ

ラムが稼働している地裁本庁･支部

（合計234庁）については，平成25年

3月までに展開を終える予定です。

(3)調停委員出勤管理プログラム(以下

「出勤P」という｡）の導入状況につ

いて

イ

､

一

ウ

､一

、

千葉企画調査部長、 ， 、

出勤Pについてお聞かせください。

野口情報政策課参事官

出勤Pは， 【 】

q Dの適正・効率
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化を目的として平成18年度に開発され

たプログラムです。簡易裁判所におい

は， ：出勤Pの基本的な操作等を音声

と動画を交えて説明するものですの

で，研修後も担当者の操作習熟を図る

際などに利用していただきたいと思い

ます。

， なお，平成23年度以降については，

平成22年度に導入する庁の運用状況等

を考慮して導入して.いく予定です。

（4） インターネット閲覧権限の付与につ

いて

千葉企画調査部長

インターネットの閲覧権限付与につ

いてお聞かせください。

野口情報政策課参事官

インターネットのウェブサイト閲覧

権限の付与につきましては，平成17年

度以降,順次拡大して参りましたが，

平成21年12月に裁判所書記官のすべて

に権限が付与されました6裁判所書記

官の調査事務に活用していただきたい

と思います。

なお， ウェブサイト閲覧権限者が増

えますと，それに伴って情報セキュリ

ティ上の危険も増えていきます。例え

ば，職務とは無関係なウェブサイト閲

覧が増えていきますと，ネットワーク

への負荷増大による処理速度の低下，

運用管理がずさんなウェブサイトに潜

伏したウイルスの侵入， ウェブサイト

ヘの不注意な書き込みによる裁判所情

報の流出など，様々な障害が発生する

危険性が増えます。

当課といたしましては,セキュリ

ティ対策のための機器を整備するとと

もに,情報セキュリティポリシー（平

閃 ，て

と，家庭裁判所においては

期日進行管理プログラム（家事事件

用)と､それぞれデータを連携し,■

【 】

【 】

【一 ■を作成するこ

とができます。また，複数の庁で勤務

する【 】こ

とや, 【 】とのデー
〆､ 0 1 ‘

‘ ，タ連携が可能です。

出勤Pはj平成19年度に東京地方裁

判所，大阪地方裁判所及び全国の地方

裁判所本庁に併置されている簡易裁判

所（50庁）に〉平成20年度に東京家庭

裁判所,東京家庭裁判所八王子支部(現

在の立川支部)，横浜家庭裁判所,大

阪家庭裁判所及び名古屋家庭裁判所の

5庁に，平成21年度は,上記の5庁を

除く家庭裁判所本庁（46庁）に導入し

ました。本年度は，調停申立事件数の
､ノl

-､ 多い庁を中心に,家庭裁判所支部及び
1 ,

,--／出張所（50庁）と，上記以外の簡易裁

判所（51庁）に出勤Pの導入を行い，

平成23年1月から本稼働を開始して.い

ただく予定です。

出勤Pの導入に際しては，平成22年

9月中旬に裁判所職員総合研修所にお

いて研修を実施し，導入時に必要な作

業，仮稼働の要領，操作方法等につい

ての説明をする予定です。また，研修’

に併せて， 出勤Pの映像教枕を配布

することを予定しています。映像教材
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成20年11月19日付け情報政策課長事務

連絡「職員が情報及び情報システムを

取り扱う際の情報セキュリティ対策

実施要領の改定について｣）により，

職員の一人一人が実施すべき情報セ

キュリティ対策を定め， ウェブサイト

閲覧における注意事項も規定しており

， ます。また，今後もこれまで以上に職

員の情報セキュリティに対する意識の

醸成に努めて参ります。

(5) J ｡NETポータルについて

千葉企画調査部長

' J…NETポータルについてお聞か

せください6 ノ

野口情報政策課参事官

J･NETポータルは，平成19年8

月に運用が開始されたもので,■

【 】

【 ： 】情報を必要

とする職員にとって，いわばゥ玄関

（ポータル）の役割を果たすものです。

また, 【 ロ■実施

しております。

平成21年度には，各庁が使用できる

データベースとして， 「会議室予約｣，

【一 D

【 D

【 】｢行事予定」及

州 】

今後も， これを基盤として各種業務

に利用できるよう, J ･NETボータ

ルの充実を目指して参ります。

（6）標準ワープロソフトの移行について

千葉企画調査部長 一
、

標準ワミプロソフトの移行について

お聞かせください。

野口情報政策課参事官

平成22年8月から裁判所において利

用する標準ワープロソフトが一太郎か

らワード(MicrosoftWord)に移行

されることは御承知のことと思います

が，同年2月末には職員に貸与してい

るすべてのパソコンに対しワードが整

備ざれ,すべての職員の方にワードを
利用していただける環境が整いまし

た。職員の方々においては， ワードを

初めて使用する職員でも簡単にワード

を利用できるように，同年1月末に当

課が配布しました小冊子を参照するな

どして， ワード移行に向けて， ワード

の習熟を図っていただきますようお願

いします。

なお， これまでに最高裁から一太郎

版で示されているひな形（様式）につ

いては，一太郎で作成された文書ファ

イルをワードで開いても書式や文字サ

イズなどの文書スタイルがほぼ正確に

再現されます6

（7）統計報告について

千葉企画調査部長

統計報告についてお聞かせくだ

さい。

一～

1

一

1
、
凶

｢外来者申請」の運用を開始しました

がウそれ以来,, J ･NETボータルに

対するアクセス数が増えておりますの

で，各庁において有効に活用いただい

ていると考えております。

野口情報政策課参事官

書記官が作成し直、 】

ｉ
１
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
■
。
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日本書協側
ノ

へ0 I 【 l畷能を付加するなどの措置

を誰じ， より正確な統計報告が実現で

きるよう努力しているところです。し

かしながら，チ律ツクシステム等によ

一一一■■■■一一ターー■■一一

■ ■され，

‘裁判所ウェブサイトや司法統計年報と

いった形で国民に広く公表されるほ

か，裁判所の人員配置及び裁判運営に

関する施策を検討するための基礎資料

として活用されています。また， 「裁

判の迅速化のための検証」や「裁判

員法第103条に基づく運用状況の公表」

のための資料としても活用されるな

ど，統計データの重要性は極めて高い

ものとなっています。

しその一方で, 日常的に統計デｰﾀの
修正が後を絶たず，最近では，被疑者

国選や調査命令の有無に関する統計

データの大がかりな修正を行う必要が

生じるなど,裁判統計の信頼性に一定

の疑問を持たざるを得ない状況も見受

けられるところです｡

情報政策課においては，毎月各庁か

ら送付される統計データの確認作業を

行うほか， システムの開発や改修に際

【 】るチェックは，

になっているというような論理的な矛

盾がある場合の一部に限られており，

統計データの真実性という観点では，

基礎データを作る現場の書記官等に対

する高い信頼に依存するしかありませ

ん。加えて）現在，導入展開中である

MINTASや開発中のKEITAS

においてはｳ【 】

DIINTAS等
r

L

に1 ，

0 =這れることから,■
【 週当たっては，調書作成

。 r

や事件簿への入力と同様， より慎重な

取扱いが求められるものとなってい

ます。

このように；書記官の方々には，あ

らためて裁判統計の重要性を確認して

いただき，事件票等作成要領に従ってして， 1 I
ザ
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最高裁側
一一

のような裁判所の基幹となる情報シス
、

テムの開発等を行う場合には，情報政

策課と各事件局との間で，その内容及

び規模に応じた適切な役割分担を検討

しながら進めています｡

イ各種事件処理システムの改訂等の

予定について

千葉企画調査部長

各種事件処理システムの改訂等の予

定についてお聞かせください。 j
i ゞ 、

野口情報政策課参事官

各種事件処理システムの改訂等の予

定については，法制度の改正, OS等

のバージョンアップに伴うもの等があ

りますが'改訂版を整職るに当たっ
ては，各庁の負担が少なくなるよう，

できるだけ早期に所管部局から随時個

別にお知らせするように今後も引き続

き配慮してまいります｡

千葉企画調査部長

以上，すべてのテーマについてお話を伺

うことが出来ました。ありがとうございま

した。

記録に基づいた正確な統計報告にご協

力いただきますようお願いします｡

情報政策課としても，引き続き，書

記官養成課程や中央研修等を通じて書

記官等に対する意識啓蒙を図っていく

ほか，統計ニュースレター等による注

意喚起を行うなどの工夫も図り， より

正確な統計報告が実現できﾉるよう努力
， ↓

して参ります。

、（ 8） その他

ア情報政策課と各事件局との連携に

’ ついて

千葉企画調査部長

情報政策課と各事件局との連携につ

いてお聞かせください。

野口情報政策課参事官

各事件局が情報システムの開発を行

うに当たっては，情報政策課が各事件

、局に対し，政策面及び技術面での助言

等を行うとともに,裁判所全体の情報

システムの整合性及び関連性について

の調整を行っています。

また,MINTASやKEITAS

_／

上

I

’一
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篠原事務局長

以上をもちまして，座談会を終了させて

いただきます。閉会に当たり，上田会長か

ら一言ごあいさつを申し上げます。

上田会長

長時間多岐にわたるテーマについて，

大変有意義なお話をお聞かせていただきま

して，どうもありがとうございました。事

務総局各局課の皆様方が,書記官のために，

あらゆる分野で多角的に，書記官制度，害

記官事務，書記官に対する処遇等を検討し

ていただいている状況をお伺いすることが

~､､でき，改めて，その御努力に敬意を表する

次第です。

本日の座談会では， 「民事立会部におけ

る書記官事務の在り方」が話題になりまし

たが,私ども日本害協としても，昨年から，

これからの書記官事務の在り方の検討を進

めております。今年3月には，各地裁から

19人の主任書記官に集まっていただき,｢民

事立会部における書記官事務」をテーマと

して，本部の主催で座談会を行ったところ

です。日本書協としては，その結果を現場

に還元し，各地裁での検討を深めていくこ
､

_ノととしております。総務局，人事局，情報

政策課におかれましても， 日本害協の活動

に御理解をいただくとともに，今後とも書

記官制度，書記官事務の充実・発展，書記

官の処遇の改善, IT化の推進などのため，

一層御尽力くださいますようお願い申し上

げます。

本日の座談会は，全国の会員にとって，

大変有益な情報提供になるものと思いま

す。今後とも日本書協に対しご支援いただ

きますようお願い申し上げまして， この座

談会終了のあいさつといたします。
も

本日は，誠にありがとうございました。

１

1
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会報書記官8第24号

(別紙第1）

民事裁判事務支援システム(MINTAS)の導入庁（平成22年3月末日現在）

導入庁

さいたま地裁

前橋地裁,新潟地裁
千葉地裁，宇都宮地裁
札幌地裁，旭川地裁

長崎地裁，宮崎地裁
福岡地裁，熊本地裁

大津地裁,金沢地裁

神戸地裁，津地裁，岐阜地裁
広島地裁，山口地裁，岡山地裁

高松地裁，徳島地裁
横浜地裁，京都地裁
福島地裁，山形地裁
秋田地裁，青森地裁

静岡地裁

甲府地裁，長野地裁

水戸地裁

仙台地裁，盛岡地裁

名古屋地裁

福井地裁，富山地裁

奈良地裁和歌山地裁

鳥取地裁，松江地裁

佐賀地裁，大分地裁

鹿児島地裁，那覇地裁

函館地裁，釧路地裁

高知地裁松山地裁

東京地裁（立川支部）

大阪地裁（堺支部，岸和田支部）

騨
一
鮴
一
鋤
一
鮴
一
鮴
一
鯏
一
鯏
痢
一
洲
一
洲
一
洲
一
鋤
一
榊
一
鋤
輌

、導入年月日
平成20年2月12日

7月7日

7月22日

9月16日

9月29日

10月14日

10月27日

、11月4日

11月25日、

12月15日

平成21年1月13日

2月2日

2月16日

7月17日

9月11日

9月14日

10月9日

10月23日

10月26日

・ 11月13日

11月16日

12月11日

12月14日

平成22年1月15日

1月18日

,〆.、
・ ノ

第15次

第16次

第17次
戸
〃

第18次

第19次

第20次

第21次 1月29日

横浜地裁（川崎支部，横須賀支部）

さいたま地裁. (越谷支部）

千葉地裁（松戸支部，一宮支部，八日市場支部）
宇都宮地裁（大田原支部）

前橋地裁（高崎支部）

新潟地裁（長岡支部）

神戸地裁（伊丹支部，尼崎支部）

大津地裁（彦根支部）

津地裁（四日市支部） ‘

岐阜地裁（多治見支部）
広島地裁（福山支部）

山口地裁（周南支部下関支部）
福岡地裁（飯塚支部, '久留米支部）
長崎地裁（大村支部）
宮崎地裁（都城支部）

札幌地裁(苫小牧支部）
高松地裁（丸亀支部）

、

ノ
一

、

『

第22次 2月5日2月5日

八

－ －←

横浜地裁（相模原支部，小田原支部）

さいたま地裁（川越支部，熊谷支部）

千葉地裁（佐倉支部，木更津支部）

『

1
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宇都宮地裁（栃木支部，足利支部）

前橋地裁（太田支部）
新潟地裁（新発田支部）

神戸地裁（明石支部，姫路支部）

津地裁（伊勢支部）

岐阜地裁（大垣支部）
広島地裁(呉支部） （
山口地裁(宇部支部,岩国支部）
岡山地裁（倉敷支部）

福岡地裁（柳川支部，大牟田支部，小倉支部）
長崎地裁（佐世保支部）

札幌地裁（小樽支部）

第23次 2月15日

～

、

I

I

（

〕

ノ
①‘一
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会報書記官’第24号

(別紙第2）
平成22年度民事裁判事務支援システム(MINTAS)導入予定庁

｜ 導入 ｜ 導入予定隼箙
~1

導入予定庁

さいたま地裁（秩父支部）

千葉地裁（館山支部）
宇都宮地裁（真岡支部）

前橋地裁（桐生支部）
新潟地裁（高田支部）

神戸地裁（社支部，豊岡支部）

金沢地裁（七尾支部，輪島支部）

福岡地裁（直方支部，行橋支部）

長崎地裁（壱岐支部，五島支部，厳原支部）
熊本地裁（八代支部，人吉支部，天草支部）
宮崎地裁（延岡支部）

札幌地裁(岩見沢支部,室蘭支部）
旭川地裁（名寄支部，紋別支部）

追

第24次 ｜ 平成22年7月9日
■

ひ

９

千葉地裁（佐原支部）

前橋地裁（沼田支部）

新潟地裁（三条支部，

神戸地裁（柏原支部，

大津地裁（長浜支部）

金沢地裁(小松支部）
福岡地裁（田川支部，
長崎地裁!(島原支部，
熊本地裁（玉名支部
宮崎地裁（日南支部）

札幌地裁（滝川支部，

旭川地裁（留萌支部，

、

ノ

佐渡支部）

龍野支部，洲本支部）

第25次 7月16日
八女支部）

平戸支部）

山鹿支部，阿蘇支部）

､

浦河支部，岩内支部）

稚内支部）

静岡地裁（沼津支部，下田支部）

甲府地裁（都留支部）
長野地裁(松本支部，諏訪支部）

京都地裁（園部支部舞鶴支部）

津地裁（松阪支部,伊賀支部）
岐阜地裁(高山支部）

広島地裁（尾道支部）

‘岡山地裁（新見支部, ､津山支部）
福島地裁（郡山支部，会津若松支部）
山形地裁（新庄支部，鶴岡支部）
秋田地裁（能代支部，横手支部）
青森地裁（弘前支部，十和田支部）

徳島地裁（阿南支部）

D か

I

I

、

J

－ゾ

申

第26次 10月8日

r、

ノ
U

ﾛ

静岡地裁（富士支部，

長野地裁（上田支部，
京都地裁（宮津支部，
津地裁（熊野支部）

岐阜地裁（御嵩支部）

広島地裁（三次支部）
山口地裁(萩支部）

福島地裁（白河支部，

山形地裁（米沢支部，
秋田地裁（本荘支部，

掛川支部）

伊那支部）

福知山支部）

I
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第27次 10月22日

いわき支部，相馬支部）

酒田支部）

大館支部，大曲支部）
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(五所川原支部，八戸支部）
(観音寺支部）

(美馬支部）

青森地裁

高松地裁

徳島地裁
一 水戸地裁（日立支部，龍ケ崎支部）

静岡地裁（浜松支部）
長野地裁（佐久支部，飯田支部）
奈良地裁（葛城支部）
和歌山地裁（新宮支部）
名古屋地裁（岡崎支部）

福井地裁（武生支部）
富山地裁（魚津支部）
鳥取地裁（米子支部)、
松江地裁（浜田支部）
佐賀地裁（武雄支部）
大分地裁(中津支部）
鹿児島地裁（川内支部）
那覇地裁（沖縄支部）
仙台地裁（古川支部，登米支部）
盛岡地裁（一関支部，水沢支部）
函館地裁（江差支部）
釧路地裁(帯広支部）
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水戸地裁（土浦支部）
奈良地裁（五條支部）
和歌山地裁（田辺支部，御坊支部）
名古屋地裁（豊橋支部）
福井地裁（敦賀支部） し

富山地裁（高岡支部）
鳥取地裁(倉吉支部）
松江地裁（出雲支部）
佐賀地裁（唐津支部）
大分地裁（竹田支部，佐伯支部）

鹿児島地裁（加治木支部，鹿屋支部）
那覇地裁（石垣支部）
仙台地裁（大河原支部）
盛岡地裁(花巻支部，宮古支部）
釧路地裁（北見支部）
高知地裁（須崎支部）
松山地裁（西条支部，宇和島支部）
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|郷次 11月19日

●

水戸地裁(麻生支部，下妻支部）
名古屋地裁(一宮支部，半田支部）
松江地裁（益田支部，西郷支部）
大分地裁（杵築支部， 日田支部）
鹿児島地裁（名瀬支部，知覧支部）
那覇地裁（名護支部，平良支部）
仙台地裁（石巻支部，気仙沼支部）
盛岡地裁(二戸支部,遠野支部）
釧路地裁（網走支部，根室支部)
高知地裁（安芸支部，中村支部）
松山地裁（大洲支部，今治支部）
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平成23年
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平成23年
東京地裁

大阪地裁
1月11日
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